
令和7年度実施結果 総合職試験(家庭裁判所調査官補）

1．申込者数等

第1次試験

受蕊数Ⅱ合格看数
=－~､_--.--'一_ 『-_『 _ - ' 一 -

148(111) i 84(6 2)

第2次試験

有効
受験者数

最終
合格者数

試験種別 冒目込者数 倍率

院卒者区分!i l63(123)

|：

大卒程度区分;！ 490(351）

72(54） 23(20） 6.41

413(299） 213(156） 178(136） 56(47） 7.41

※倍率は､第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。
※（）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次試験(多肢選択式)の平均点等

試験種別 i! 試験種目
… … M - … : 弓 一 一

： 院卒者区分li基礎能力試験

大卒程度区分M 基礎能力試験

満点 下限の得点 平均点 標準偏差

30 12 17．33 ； 3．05

16．70 3．791230

※下限の得点とは､筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が－つでも存在する者については､他の試験種目の成績にかかわらず
不合格となります。



令和7年度実施結果 総合職試験(裁判所事務官､院卒者区分）

1.申込者数等

第1次試験

申込者数畳蕊数I合格者数

第3次試験
最終

有効 合格者数i'倍率
受験者数

第2次試験

有効
受験者数 合格者数

59（20)： 43（16)： 39 （13):： 34 （12) 17 （5） 15 (5) 3 (2),‘ 14．3

※ 倍率は､第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。

※ （）内の数字は女性の人数(内数)です。

2第1次試験(多肢選択式)の平均点等

試験種目 ：！ 満点 ；下限の得点 平均点 標準偏差
~ _ _ ﾆ ｰ ｰｰ ｰ ﾛロ ー

基礎能力試験 30 12 1 6.49 3.85

専門試験 1 30 14 ： 22.09 4．50

下限の得点とは､筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。

下限の得点に達しない試験種目が－つでも存在する者については､他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。

※



令和7年度実施結果 総合職試験(裁判所事務官､大卒程度区分）

1.申込者数等

第1次試験 第2次試験 第3次試験：

： 最終 ： 倍率
申込者数｛受蕊数i|合格者数；有効，；受験者数：合格者数 ： 有効 ； 合格者数受験者数 ！

勤務地
ﾄ

札幌高等裁判所の
管轄区域

仙台高等裁判所の
管轄区域

東京高等裁判所の

管轄区域

名古屋高等裁判所の
管轄区域

大阪高等裁判所の
管轄区域

広島高等裁判所の
管轄区域

高松高等裁判所の
管轄区域

福岡高等裁判所の
管轄区域

合 計

14 (8): 12 (6) 7 (4) 2 (2) 1 (1) 1 (1): 0 (0)

23 (8)． 13 (3)％ 6 （1） 5 （1） 2 （0） 2 （0） 0 （0）

287（116)1204（81） 81（33)’ 66（29) 20（12） 18（10) 12 （9）

53 (27) 42 (24) 21 (13) 15 (12) 5 (4) 5 (4) 0 (O)

97 (42) 60 (29); 17 (6)' 12 (6) 2 (1) 2 (1) 0 (0)

25（14） 19 （9） 8 （4） 3 （1） 0 （0） 一 一 一 一

26（14） 22（12） 4 (2)、 4 （2） 0 （0） 一 一 一 一

76（38） 59（31） 34（14） 26（11） 10 （4） 9 (4)； 2 （2）

601（267） 431（195） 178（77） 133（64） 40（22） 37（20） 14（11）

17．0

５
８

９
０

２
３

※ 倍率は､第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。

※ （）内の数字は女性の人数(内数)です。

2第1次試験(多肢選択式)の平均点等

試験種目 満点 下限の得点 平均点 標準偏差

基礎能力試験 30 12 16.91 3．62

専門試験 30 12 16 26 5．39

※ 下限の得点とは､筆記誼験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が一つでも存在する者については､他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。



令和7年度実施結果 一般職試験(裁判所事務官､大卒程度区分）

1.申込者数等

第1次試験 第2次試験

勤務地 ；：申込者数
有効 合格者数 ； 有効

受験者数 受験者数
一 ﾆ ｰｰ ｰ ｰ

札幌高等裁判所の

管轄区域 ‘471（206） 402（177） 247（105） 233（100）
仙台高等裁判所の

: 649 (349) 556 (310) 396 (217) 354 (195)
管轄区域

:東京高等裁判所の 14,405(2,185)3,553(1,810)1,997(996) 1,825(924)
管轄区域

名古屋高等裁判所の 1 ,079 (586): 905 (493) 498 (270) 454 (262)
管轄区域

大阪高等裁判所の # 1,614 (890) 1,350 (759) 539 (277) 500 (255)
管轄区域

広島高等裁判所の 1 659（359） 568（314） 397（226） 344（201）
管轄区域

高松高等裁判所の
管轄区域 i 505 (254) 448 (232) 266 (1 29) 229 (1 14)
福岡高等裁判所の

管轄区域 1,357（753）1,129（637） 723（384） 663（364）

最終

合格者数
倍率

97 （49）

150 （88）

981 （573）

175（112）

228（146）

165 （109）

105 （57）

234（145）

4．1

3．7

3．6

5．2

5.9

3.4

ZI.3

E1.8

合 計 1 0,739 (5,582) 8,91 1 (4,732) 5,063 (2,604) 4,602 (2,41 5) 2,1 35 (1 ,279) 剛.2

※ 総合職試験(裁判所事務官)特例希望者を含みます。

※ 倍率は､第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。
※ （）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次試験(多肢選択式)の平均点等

試験種目 満点

基礎能力試験 30

専門試験 30

標準偏差

3．27

（2.49）

5．26

（3.52）

平均点

16．97

(18.67）

17．62

(20.74）

下限の得点

12

12

※ 括弧内は､総合職試験(裁判所事務官)の第2次試験の不合格者又は第3次試験の有効受験者(いずれも特例希望者に限
る｡）を含む第2次試験有効受験者の平均点及び標準偏差です(最終合否判定に使用)。

※ 下限の得点とは､筆記試験の各種目ごとに個別に定めた最低限必要な素点のことです。
下限の得点に達しない試験種目が－つでも存在する者については､他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。



令和7年度実施結果 一般職試験(裁判所事務官､高卒者区分）

1.申込者数等

第1次試験 第2次試験

申込者数 有効 有効
合格者数

受験者数 受験者数
｡.2- -

145 （61） 108 （51） 44 （17) 36 （14）

345（150） 267（128） 94 （47） 65 （33）

343（165） 241（121） 120 （58)’ 96 （46）

188（110） 133 （88） 36 （24） 27 （18）

324 (120) 201 (89) 60 (23) 44 (18)

1 36 (70) 1 1 6 (60) 39 (23) 27 (1 7)

75 （38) 71 （36） 20 （10） 14 （8）

1,053（456） 804（375） 217 （90） 161 （66）

2,609 (1,1 70) 1,941 (948) ~630 (292) 470 (220)

最終

合格者数
勤務地 倍率

-札幌高等裁判所の

管轄区域

仙台高等裁判所の

管轄区域

東京高等裁判所の
管轄区域

名古屋高等裁判所の

管轄区域

大阪高等裁判所の

管轄区域

広島高等裁判所の

管轄区域

高松高等裁判所の

管轄区域

福岡高等裁判所の

管轄区域

合 計

14 （8）

32 （20）

59 （33）

12 (10)

19 （10）

10 （10）

4 （2）

64 （34）

214（127）

7.7

8.3

41.1

11．1

10．6

11．6

17．8

12．6

9.1

※ 倍率は､第1次試験有効受験者数÷最終合格者数です。

※（）内の数字は女性の人数(内数)です。

2.第1次試験(多肢選択式)の平均点等

試験種目 満点 平均点 標準偏差

19．98 5．43基礎能力試験 415



令和7年度裁判所職員採用総合職試験(裁判所事務官､大卒程度区分)高等裁判所別合格最低点･合格最高点

大阪高裁
管轄区域

札幌高裁

管轄区域

仙台高裁

管轄区域

東京高裁
管轄区域

名古屋高裁
管轄区域

福岡高裁

管轄区域

広島高裁

管轄区域
高松高裁
管轄区域試験

第1次試験 106.22 100.7088.67 107.13 i11 1.83 96．95 95.1 01 00.66合
格
最
低
点

第3次試験 238.24

第1次試験 136.72132.10 135．81 1 09.85133.87135．81 1 241.77 11412.19合
格
最
高
点

合
格
最
高
点

’第3次試験第3次試験 一 ’317．55



令和7年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官､大卒程度区分)高等裁判所別合格最低点･合格最高点

｜

’ ’
札幌高裁

管轄区域

仙台高裁

管轄区域

東京高裁

管轄区域

名古屋高裁

管轄区域

大阪高裁

管輔区域

広島高裁

管轄区域

高松高裁

管轄区域

福岡高裁

管轄区域
試験

第1次試験 95.43 82.86 97.751103.46 108.43 90.47 93.1 1 1 92.05合
格
最
低
点

合
格
最
低
点

第2次試験 1 4Z1.52 149.841 156.05 161.97 173．29 150.27 135.416 i1 55.416

第1次試験 1 37.06 1541.69 1416.66 1415.50 143.60 139.38 142‘851．142．44合
格
最
高
点

合
格
最
高
点

第2次試験 236.01 2411.63227.95 228．03 24Zl.4g 232.38 219.171226.07



令和7年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官､高卒者区分)高等裁判所別合格最低点･合格最高点

|’
｜

高松高裁｜福岡高裁
管轄区域 管轄区域

東京高裁

管輔区域

大阪高裁

管鞘区域

広島高裁

管轄区域
札幌高裁
管轄区域

仙台高裁

管轄区域

名古屋高裁

管轄区域試験

1 25.00 1 20.86 1 20.86 125.00’120．86 120．86‘129．14

合
格
最
低
点

第1次試験 120.86

'
’

192.711174.16 i 171.38第2次試験 174.16 185.79’182‘441181．641185．79

合
格
最
高
点

合
格
最
高
点

第1次試験

第2次試験

第1次試験

第2次試験

17057 17471 1 17885 1 19542 1 17057 1 16642 1 17057 1 174711 1

241.05：244.83,199.58 233.77

11
229‘99 207.55 246.19 225.48


